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はじめに 

 

我が国は、エネルギー源の中心となっている化石燃料に乏しく、その大宗を海

外からの輸入に頼るという根本的な脆弱性を抱えており、エネルギーを巡る国

内外の状況の変化に大きな影響を受けやすい構造を有している。そのため、安全

性の確保を大前提に、経済性、気候変動の問題に配慮しつつ、エネルギー供給の

安定性を確保しなければならない。こうしたエネルギー基本計画の考え方を踏

まえ、平成 27 年７月に長期エネルギー需給見通し（平成 27 年７月経済産業省

決定。以下「エネルギーミックス」という。）が策定され、その中で、石油危機

後と同等のエネルギー効率改善（ＧＤＰ当たりのエネルギー効率を 35％程度改

善）を実現し、平成 25 年度を基準として平成 42 年度に原油換算で 5,030 万 kl

程度の省エネルギーを実現するという野心的な目標が示された。 

また、平成 27 年 11 月の「未来投資に向けた官民対話」における「製造業向け

の産業トップランナー制度（ベンチマーク制度）を、本年度中に業務部門へ拡大

し、３年以内に全産業のエネルギー消費の７割に拡大する。」との総理指示を受

け、ベンチマーク制度の対象業種拡大をはじめ、徹底的な省エネルギーの推進に

向けた具体的施策が「未来投資戦略 2017（平成 29 年６月閣議決定）」にも位置

付けられている。 

これらの状況を踏まえ、エネルギーミックスにおける省エネルギー見通しを

実現するために必要となる工場等判断基準に係る所要の制度設計を審議するた

め、昨年度に引き続き工場等判断基準ワーキンググループを開催した。 

平成 29 年度の工場等判断基準ワーキンググループにおいては、平成 28 年度

に引き続き、業務部門におけるベンチマーク制度の対象業種の拡大、現場のエネ

ルギー管理を踏まえた投資判断を促進する観点からの工場等判断基準の見直し

について審議を行ってきた。 

本報告書は、平成 29 年度の工場等判断基準ワーキンググループの審議を取

りまとめたものであり、本報告書の内容に沿って、適切にエネルギーの使用の合

理化等に関する法律（昭和 54 年法律第 49 号。以下「省エネ法」という。）の関

連規定が整備されることを期待する。 

 

 

※ 本報告書における図表は、本ワーキンググループにおいて使用した資料を引

用している。 
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工場等判断基準ワーキンググループ審議経過 

 

第１回工場等判断基準ワーキンググループ（平成 29 年 12 月 25 日） 

（１）議事の取扱い 

（２）平成２９年度工場等判断基準ワーキンググループの審議事項 

（３）平成２８年度工場等判断基準ワーキンググループの振り返り 

（４）食料品スーパー業におけるベンチマーク制度に関する審議 

（５）ショッピングセンター業におけるベンチマーク制度に関する審議 

（６）工場等判断基準等の見直しに関する報告 

（７）今後の予定 

 

第２回工場等判断基準ワーキンググループ（平成 30 年 1 月 17 日） 

（１）工場等判断基準等の見直しに関する報告 

（２）ショッピングセンター業におけるベンチマーク制度に関する審議（指

摘回答） 

（３）貸事務所業におけるベンチマーク制度に関する審議 

（４）ベンチマーク制度の今後の検討方針について 

（５）工場等判断基準ワーキンググループ取りまとめ骨子（案）に関する審議 

 

第３回工場等判断基準ワーキンググループ（平成 30 年１月 25 日） 

（１）工場等判断基準（基準部分）の見直しに関する審議 

（２）工場等判断基準ワーキンググループ取りまとめ（案）に関する審議 

 

第４回工場等判断基準ワーキンググループ（平成 30 年●月●日）※書面審議 

 （１）工場等判断基準（基準部分）の見直しに関する審議 

 （２）工場等判断基準ワーキンググループ取りまとめ（案）に関する審議 
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総合資源エネルギー調査会 省エネルギー・新エネルギー分科会 
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委員名簿 

（座長） 

川瀬 貴晴 国立大学法人千葉大学グランドフェロー 

 

（委員） 
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伊香賀 俊治 慶應義塾大学 理工学部システムデザイン工学科 教授 

亀谷 茂樹 国立大学法人東京海洋大学学術研究院 海洋環境部門 教授 

木場 弘子 キャスター・千葉大学客員教授 

佐々木 信也 東京理科大学 工学部機械工学科 教授 

杉山 大志 キヤノングローバル戦略研究所 上席研究員 

辰巳 菊子 公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・

相談員協会 常任顧問 

鶴崎 敬大 株式会社住環境計画研究所 研究所長 

花形 將司 一般財団法人省エネルギーセンター 省エネ技術本部長 

理事 

山川 文子 エナジーコンシャス代表・消費生活アドバイザー 

山下 ゆかり 一般財団法人日本エネルギー経済研究所 理事 

渡辺 学 国立大学法人東京海洋大学学術研究院 食品生産科学

部門 准教授 

 

（オブザーバー）  

三浦 安史 石油連盟 技術環境安全部長 

市原 克彦 一般社団法人セメント協会 生産・環境幹事会 幹事長代行 

狩野 俊行 電気事業連合会業務部 副部長 

寺内 誠 一般社団法人日本化学工業協会 技術部 部長 

高橋 稔 一般社団法人日本ガス協会 エネルギーシステム部長 

服部 宏 一般社団法人日本自動車工業会 工場環境部会 部会長 

黒田 太郎 一般社団法人日本自動車工業会 工場環境部会 副部会長 

中川 好明 日本製紙連合会 技術環境部長 

先名 康治 日本製紙連合会 技術環境部 専任調査役 

藤井 伸二 日本製紙連合会 エネルギー小委員会 委員 

手塚 宏之 一般社団法人日本鉄鋼連盟 エネルギー技術委員会 委員長 
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藤井 良基 一般社団法人日本鉄鋼連盟 エネルギー技術委員会 委員 

堀井 浩司    一般社団法人日本電機工業会 環境部長 

村上 哲也 一般社団法人日本ショッピングセンター協会 常任参与 

増田 充男 日本チェーンストア協会 執行理事政策第三部兼広報

部統括部長 

谷 章 一般社団法人日本スーパーマーケット協会 会員サポ

ート部長 

島原 康浩 一般社団法人新日本スーパーマーケット協会 事務局長 

中村 伸一郎 オール日本スーパーマーケット協会 総務部長 

岡本 智幸  オール日本スーパーマーケット協会 総務部用度グル

ープ マネージャー 

高橋 亜子 日本百貨店協会環境・社会貢献委員会 事務局長 

坂本 努 一般社団法人日本ビルヂング協会連合会 常務理事 

金子 衛 一般社団法人日本ビルヂング協会連合会 参事役 

岩佐 英美子 一般社団法人日本ホテル協会 事務局長 

橋本 広臣 一般社団法人日本ホテル協会 参事 

生形 陽介 一般社団法人日本旅館協会 参事 

永野 好士 一般社団法人不動産協会 事務局長代理 

判治 洋一  一般財団法人省エネルギーセンター 上席統括役・技監・

省エネ支援サービス本部長 

 

（敬称略） 
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１．業務部門におけるベンチマーク制度の対象業種拡大 

 

（１）背景 

平成 27 年 11 月の「未来投資に向けた官民対話」における「製造業向けの産

業トップランナー制度（ベンチマーク制度）を、本年度（平成 27 年度）中に

流通・サービス業（業務部門）へ拡大し、３年以内（平成 30 年度中）に全産

業のエネルギー消費の７割に拡大する。」との総理指示を受け、業務部門にお

けるベンチマーク制度の対象業種拡大に向けた検討を平成 28 年度に引き続き

実施した。 

 

＜未来投資に向けた官民対話＞ 

 

  

業務部門におけるベンチマーク制度の対象業種の拡大については、本ワー

キンググループで審議を行い、平成 28 年４月よりコンビニエンスストア業、

平成 29 年４月よりホテル業、百貨店業を対象に制度が開始されたところ。 

平成 29 年度は、食料品スーパー業、ショッピングセンター業、貸事務所業

について、ベンチマーク制度導入に係る審議を行った。  
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（２）食料品スーパー業におけるベンチマーク制度 

ベンチマーク制度の導入に当たっては、①対象事業、②ベンチマーク指標、

③目指すべき水準、の設定が必要であり、食料品スーパー業のベンチマーク制

度については、以下のとおり検討を行った。 

 

①対象事業 

下記に該当する店舗について、事業者単位で当該店舗のエネルギー使用量の

合計が 1,500kl 以上の場合は、ベンチマークの報告が必要となる。 

 

・商業統計で掲げる業態分類表における「食料品スーパー※」に該当。 

※セルフ方式を採用、取扱商品のうち「食」の販売額が全体の 70％以上、売場

面積が 250 ㎡以上。 

 

＜商業統計の業態分類表＞ 

  

  

なお、総合スーパーについては、近年、業態が多様化しており、共通の指標で

評価することが難しいことから、対象事業に含めないこととした。 

 

②ベンチマーク指標 

食料品スーパーのエネルギー使用量は、店舗の活動量（売上高、営業時間、来

店客数 等）に大きく影響を受けると考えられるため、床面積当たりのエネルギ

ー使用量では公平な評価は難しい。このため、「規模要因（総延床面積）」、「稼動
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要因（売上高、自店舗営業時間、年間来店客数）」、「設備要因（冷ケース尺数）」

を考慮した重回帰式（※ある項目を複数要素に分解して説明するもの）によるベ

ンチマーク指標を検討した。 

重回帰式を用いるメリットとしては、規模、稼働状況、設備等の要素が異なる

食料品スーパーについて、重回帰式によって各食料品スーパーの標準的なエネ

ルギー使用量を予測し、エネルギー使用量の予測値と実績値を用いてベンチマ

ーク指標の値を算出することで、各食料品スーパーを横並びで評価することが

可能となる。 

 

＜検討した重回帰式（案）＞ 

 

 

上記の４案の中で、特に「稼動要因」に関する要素について、食料品スーパー

業に該当する多くの事業者が加盟する関係団体である、日本チェーンストア協

会、（一社）日本スーパーマーケット協会、（一社）新日本スーパーマーケット協

会、オール日本スーパーマーケット協会の４協会から下記の意見が出された。 

 

・売上高及び年間来店客数は、近隣地域への他事業者による新規出店等によ 

って大きく変動し、自身の省エネ努力が適切に反映されない可能性があるこ

とから、変数として適切ではない。 

・自店舗営業時間のみを稼動要因とするのが公平かつ適切。 

 

これを踏まえ、対象となる食料品スーパーのエネルギー消費量の実績値を、

「総延床面積」、「店舗の営業時間」、「冷ケース尺数」を説明変数とする案（３）

の重回帰式により算出したエネルギー消費量の予測値で除した値をベンチマー

ク指標とすることとした。この数式の決定係数（Ｒ2）は 0.958 となっており、
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十分な大きさであると言える。 

 

＜エネルギー消費量を予測するための重回帰式＞ 

  

 

また、複数の対象店舗を所有している事業者については、以下の計算例のとお

り、食料品スーパーごとに算出したベンチマーク指標の値を食料品スーパーご

とのエネルギー使用量により加重平均した値を事業者としてのベンチマーク指

標の値とする。 

 

＜事業者のベンチマーク指標の値の計算例＞ 

  

 

③目指すべき水準 

重回帰式の検討に用いたサンプルデータにおいて上位 15％が達成できる水準

である 0.799 に設定することが適当である。 

サンプルデータを使って、店舗ごとに算出したベンチマーク指標値は下記に

示すとおりとなっており、「1.0」近傍に多くの店舗が分布している。 

 

＜ベンチマーク指標値の分布＞ 
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（３）ショッピングセンター業におけるベンチマーク制度 

ショッピングセンター業のベンチマーク制度について、①対象事業、②ベンチ

マーク指標、③目指すべき水準、に関する検討を以下のとおり実施した。 

 

①対象事業 

日本標準産業分類における「貸事務所業（6911）」のうち、貸事務所業、貸店

舗業に該当し、かつ下記条件を満たす施設のエネルギー使用量の合計が 1,500kl

以上の場合は、ベンチマークの報告が必要となる。 

  

＜条件＞ 

・小売業の店舗面積は 1,500 ㎡ 以上であり、主たる貸店舗を除く 10 店舗以上

の貸店舗を有する。 

・主たる貸店舗の面積が施設全体の 80 パーセントを超えないこと。ただし、

その他の小売業の店舗面積が 1,500 ㎡ 以上である場合はこの限りではない。 

・共用部の大部分が屋外にある施設及び地下街に該当しない。 

 

ショッピングセンターの施設形態に明確な定義は存在しないが、一般的にエ

ンクローズドモール、オープンモール、地下街に分類される。 

今回のベンチマーク制度の対象は、全体の約９割を占め、空調負荷への影響を

公平に評価できるエンクローズドモールとすることとした。 

なお、オープンモールは共用部の大半が屋外にあること、地下街については地

下街利用客以外の通行者等による空調負荷への影響が大きいことから、エンク

ローズドモールと空調負荷が大きく異なるため、対象事業には含めないことと

した。 

 

②ベンチマーク指標 

 ベンチマーク指標の検討に当たって、エネルギー使用量についてはテナント

のエネルギー使用量を対象に「含む」、「含まない」の両方を検討の候補とし、活

動量については現状の定期報告において約 95％の事業者が原単位指標の計算に

用いている「面積」及び「面積×物販店舗営業時間」を候補としてベンチマーク

指標を検討した。 
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 ＜検討したベンチマーク指標（案）＞ 

  

  

これらの中で、「テナント含まない」エネルギー使用量を採用した指標（案）

③及び④については、エネルギー使用量と活動量の間に相関関係があまり見ら

れなかった一方で、「テナント含む」施設全体のエネルギー使用量を対象として

活動量を総延床面積とする指標（案）①については、決定係数（Ｒ2）が最も高

い 0.749 が得られた。 

 指標（案）①について、分析対象とした 348 施設の散布図は以下のとおりであ

るが、近似線から乖離した２施設については特異値と解すべきではないかとの

指摘があった。この２施設について詳細を調べてみると、施設構成については他

の施設と比べても特異性が無く、また、第三者認証の取得や自治体と連携した省

エネ取組を行うなど、省エネ意識の高い施設であることを確認した。したがって、

この２施設については特異値として扱わないこととした。 
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 ＜ベンチマーク指標（案）①の分析結果＞ 

  

 

 テナントのエネルギー使用量の取扱いについて、定期報告におけるオーナー

及びテナントによるエネルギー使用量の報告範囲は以下のとおりとなっており、

「テナント含む」と「テナント含まない」の両方のケースが存在する。 

 

 ・オーナーは、テナントがエネルギー管理権原※を有している設備以外のエネ

ルギー使用量を報告。 

・テナントは、エネルギー管理権原※の有無にかかわらず、テナント専用部に

係る全てのエネルギー使用量を報告。 

 ※設備の設置、更新権限を有し、エネルギー使用量を実測値として把握できる

こと。 

 

他方で、テナントビルにおけるテナント専用部分は、オーナー側のみ、テナン

ト側のみの努力だけでは省エネルギーに繋がらない場合が多いことから、省エ

ネ法においては、省エネルギーの一層の推進のため、オーナーとテナント双方が

共同して省エネルギーを進めることを求めている。 

これらを踏まえ、事業者のエネルギー管理権原に基づくエネルギー消費量等

の状況は定期報告において引き続き確認・評価を行いつつ、ショッピングセンタ

ー業のベンチマーク制度においては、ショッピングセンター施設全体の省エネ

を図る観点から、テナントにおける省エネ取組も評価できる「テナント含む」指
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標を設定することとした。 

 以上より、ショッピングセンター業のベンチマーク指標は、当該事業を行って

いる施設におけるテナント分を含むエネルギー使用量（単位 キロリットル）を

総延床面積（単位 平方メートル）にて除した値とする。ただし、評価が有利と

なることから、年度内に開店、閉店した施設はベンチマーク制度の対象施設から

除外する必要がある。 

 

＜ショッピングセンター業のベンチマーク指標＞ 

 

 

複数の対象施設を所有している事業者については、以下の計算例のとおり、施

設ごとに算出したベンチマーク指標の値を施設ごとのエネルギー使用量により

加重平均した値を事業者としてのベンチマーク指標の値とする。 

 

＜事業者のベンチマーク指標の値の計算例＞ 

 

 
  

事業者が報告するベンチマーク指標の評価範囲について、当該施設が自社所

有であって貸店舗業のみが営まれている場合、また、貸店舗業とともに貸事務所

業が存在する場合には、貸事務所業も含めた施設全体が評価対象となる。 

一方で、当該施設が区分所有となっている場合については、自社所有分を評価

対象として、他社所有分は対象外とする。 
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＜ショッピングセンター業におけるベンチマーク制度の評価範囲＞ 

 

 

③目指すべき水準 

検討に用いたサンプルデータにおいて上位 15％が達成できる水準である

0.0305（kl/㎡）に設定することが適当である。 

なお、目指すべき水準を達成する施設の面積分布は下記に示すとおりとなっ

ており、概ね 10～20％前後の比率であることから、施設規模による有利・不利

の影響は少ないと考えられる。 

 

＜ベンチマーク指標（案）①におけるベンチマーク達成施設の延床面積の 

分布＞ 
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（４）貸事務所業におけるベンチマーク制度 

貸事務所業におけるベンチマーク制度について、①対象事業、②ベンチマーク

指標、③目指すべき水準、に関する検討を以下のとおり実施した。 

 

①対象事業 

日本標準産業分類における「貸事務所業（6911）」のうち、主として事務所を

比較的長期に賃貸する事業所について貸店舗及び貸倉庫の用途に供する部分を

除いた事業を対象とし、事業者単位でその事業のエネルギー使用量の合計が

1,500kl 以上の場合はベンチマークの報告が必要となる。 

 

ベンチマーク指標の評価範囲は貸事務所業に該当する部分であり、具体的に

は下記に示すとおりである。 

 

・貸事務所の単一用途ビルでの評価範囲 ：ビル全体 

・貸店舗を含む複合用途ビルでの評価範囲 ：「貸事務所」＋「共用部」 

・区分所有ビルで貸事務所部のみを所有 ：「貸事務所」 

 

 ＜ベンチマーク指標の評価範囲＞ 

 

 

報告範囲については、当該事業の総賃借可能面積の過半数にあたる事業所の

報告を求めることとし、賃借可能面積が大きい事業所から報告対象とする。ただ

し、初年度は後述する省エネポテンシャル推計ツールへの入力作業の負荷を鑑

みた経過措置として、事業所数の上限を 15 とする。 
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 ＜ベンチマーク指標の報告範囲＞ 

 
 

 報告範囲を当該事業の総賃借可能面積の過半数にあたる事業所とする場合の

エネルギー使用量のカバー率は、平成28年度に会員企業を対象に実施された（一

社）日本ビルヂング協会連合会のアンケートによると、56.5％と想定される。 

 

 ＜エネルギー使用量のカバー率＞ 

 
 

②ベンチマーク指標 

 オフィスビルのエネルギー使用量はテナントの営業活動に大きく左右される。

例えば、省エネ性能に優れたビルであっても、エネルギー多消費型のテナント

（24 時間営業、サーバーを設置 等）が多く入居すると、ビル全体のエネルギー
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使用量は大きくなる。そのため、ベンチマーク指標の検討に当たっては、これま

でにベンチマーク制度を導入した業務部門の他の業種と同様の手法であるエネ

ルギー消費原単位や重回帰式も検討したが、それらを指標として採用すること

は困難であった。 

これを踏まえ、ビルの所有者・管理者の省エネ努力を適切に評価するために、

貸事務所業のベンチマーク制度においては、当該事業を行っている事業所にお

いて、省エネポテンシャル推計ツールによって算出される省エネ余地（単位 パ

ーセント）を事業所ごとの当該事業に要するエネルギー使用量により加重平均

した値をベンチマーク指標とする。 

 省エネポテンシャル推計ツールは、業務部門の建築物における省エネポテン

シャルを推計可能なシミュレーションソフトであり、評価したい建築物の建物

及び設備情報と、省エネ対策の実施状況を入力することで、その建築物の省エネ

ポテンシャルを定量的に算出することが可能となっている。 

 

 ＜貸事務所業のベンチマーク指標＞ 

 
 

複数の対象ビルを所有している事業者については、以下の計算例のとおり、省

エネポテンシャル推計ツールでビルごとに算出した省エネ余地をエネルギー使

用量により加重平均した値を事業者の省エネ余地とする。省エネ余地の値が小

さいほど省エネ取組が進んだ事業者となる。 
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＜事業者のベンチマーク指標の値の計算例＞ 

 
 

③目指すべき水準 

 省エネポテンシャル推計ツールを使って５ビルを対象に実施した試算結果を

基に、１ビルが達成（上位 20％）となる 16.3％を目指すべき水準とする。ただ

し、初年度の報告をもって当該水準を見直すこととする。 

 

 ＜５ビルでの試算結果＞ 

  

 

 上記のとおり、食料品スーパー業、ショッピングセンター業及び貨事務所業

のベンチマーク制度については、本ワーキンググループにおいて具体的な審議

を行ってきたところであるが、審議内容を踏まえ、事務局で作成した告示改正

案を参考資料１として添付する。 
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（５）その他の業種の検討状況 

 その他の業種として、官公庁及び学校（大学）におけるベンチマーク制度の検

討状況について、事務局からそれぞれ以下のとおり報告を行った。 

なお、来年度のベンチマーク制度導入に向けたスケジュールについては、関係

団体等と調整をしつつ本ワーキンググループで順次審議を行い、平成 31 年４月

の制度開始を目指す。 

 

 ＜ベンチマーク制度導入に向けたスケジュール＞ 

 

 

①官公庁 

 対象事業 

・国家公務（日本標準産業分類 細分類番号 9711、9721、9731） 

国の機関のうち、国会、裁判所、中央官庁及びその地方支分部局など本来の立

法事務、司法事務及び行政事務を行う事業所。 

・ベンチマーク対象事業者は、国家公務の年間のエネルギー使用量が 1,500kl 以

上の事業者。 

・ベンチマーク指標の評価範囲は、「事務所用途」及び「共用部」とし、複合用

途ビルにおけるホテルや店舗、刑務所等の事務所以外の用途は評価範囲の対

象外。 

・「事務所用途」とは、官公庁施設の建設等に関する法律（昭和 26 年法律第 181

号。以下「官公法」という。）に定める「庁舎」に該当する事業所。 

 ※官公法における「庁舎」の定義 

「庁舎」とは、国家機関がその事務を処理するために使用する建築物をい 

い、学校、病院及び工場、刑務所その他の収容施設並びに自衛隊の部隊及び
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機関が使用する建築物を除くもの。 

 

なお、地方自治体の県庁舎等についても制度導入を検討すべきとの意見もあ

ったことから、それらについても検討を行う。 

 

 ベンチマーク指標 

・貸事務所業の指標（省エネポテンシャル推計ツール）を使用。 

・関係府省庁への情報展開を進めており、貸事務所における制度運用等を参考

に、今後導入に向けた検討を進めていく。 

 

なお、官公庁は貸事務所業と異なり、事務所部分がテナントではないことから、

検討に使用するデータを取得しやすく、営業時間のばらつきが少ないものと考

えられるとの意見もあったことから、省エネポテンシャル推計ツールを用いた

ベンチマーク指標とともにエネルギー消費原単位や重回帰式による指標につい

ても検討を行う。 

  

 ベンチマーク制度の業界カバー率 

・平成 28 年度定期報告において、国家公務（日本標準産業分類：9711、

9721、9731）に分類されるエネルギー消費量のうち、事務所用途の割合は 10

～61％と推計。 

 ※省エネ法の平成 28 年度定期報告データを基に以下の方法で作成。 

①定期報告データにおいて国家公務（細分類番号 9711、9721、9731）に分類

される特定事業者が保有する指定工場のうち、基地または刑務所と判断で

きるもの及び国家公務以外の細分類番号となっているもののエネルギー消

費量を「事務所用途以外」と想定。 

②定期報告データにおいて国家公務に分類される特定事業者のエネルギー 

総消費量と①の差分のうち、当該事業者が保有する①以外の指定工場のも

のを「事務所用途（指定工場）」、それ以外を「事務所用途（指定工場以

外）」と想定。 
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 ＜官公庁におけるベンチマーク制度の業界カバー率＞ 

  

 

②学校（大学） 

 対象事業 

・学校の中でも事業者当たりのエネルギー使用量の多い大学を対象とする制度

導入の可能性について検討を実施した。 

・ただし、小学校、中学校、高等学校によるエネルギー使用量も一定程度あると

考えられることから、ベンチマーク制度の対象に加えることも含めて検討を

継続する。 

 

 ベンチマーク指標 

・エネルギー消費原単位又は重回帰式を用いた指標を検討。課題としては、設立

区分や施設用途等の違いを考慮した評価手法の検討。 

・関係団体である、国立大学協会、日本私立大学協会、日本私立大学連盟、公立

大学協会との意見交換を実施しており、今後も同関係団体と意見交換を継続

し、導入に向けた検討を進める。 

 

 ベンチマーク制度の業界カバー率 

・平成 28 年度定期報告における各関係団体の定期報告提出対象大学数は以下の

とおり。 
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 ＜各関係団体における定期報告提出対象大学数の割合（大学数ベース）＞ 

 

 

・定期報告提出対象大学に占める関係団体加盟大学の割合（大学数ベース）は

以下に示すとおり。なお、日本私立大学協会と日本私立大学連盟に重複加盟

する大学は存在しないことから、私立大学における定期報告提出対象大学 230

校のうち 22 校がいずれの関係団体にも非加盟の学校となる。 

 

＜定期報告提出対象大学に占める関係団体加盟大学の割合（大学数ベース）＞ 

 

 

・定期報告提出対象大学に占める関係団体加盟大学の割合（エネルギー消費量

ベース）は以下のとおり。なお、２校以上の大学を保有する特定事業者（全

32 事業者）のうち、保有大学が全て同一の関係団体に加盟していない事業者

（全５事業者 15 校、合計 27,267kL）は集計から除外している。 
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＜定期報告提出対象大学に占める関係団体加盟大学の割合（エネルギー消費量

ベース）＞ 

 

 



24 
 

（６）今後の検討方針 

 ベンチマーク制度を平成30年度中に全産業のエネルギー消費量の７割に拡大

するという目標の達成に向けて、来年度の工場等判断基準ワーキンググループ

においては、官公庁と学校（大学）への制度導入の検討を中心に審議を行う。 

官公庁については、貸事務所業と同様の指標（省エネポテンシャル推計ツール）

やエネルギー消費原単位、重回帰式を使った指標を用いた制度の導入について

検討を進めていく。学校（大学）については、特性の違い（設置区分、学部、施

設形態 等）を考慮した指標の検討を継続し、制度の導入を目指す。 

 また、官公庁と学校（大学）に加えて、病院や図書館、博物館への制度導入を

検討してはどうかとの意見もあった。病院については医療設備の特性による影

響の分析が必要であり、図書館及び博物館は定期報告対象の事業者数が少ない

状況であるが、今後分析を進めていくことを検討する。その他にも、ベンチマー

ク制度が未導入の製造業における検討を進めてはどうかとの意見もあり、エネ

ルギー消費割合が大きい業種を中心に検討の必要がある。 

 その際、対象業種の拡大に当たっては、対象事業者が目指すべき水準の達成

に向けた省エネ取組を推進するインセンティブとなるような施策の検討を継続

することが求められる。 

 さらに、これまでにベンチマーク制度を導入した業種についても、報告内容

等を確認し、ベンチマーク指標や目指すべき水準について、必要に応じて見直

しの検討を継続することが必要である。 

 なお、ベンチマーク制度の７割拡大の目標を達成した後については、残され

た分野にも省エネ意識を浸透させていくことが重要であることに鑑み、ベンチ

マーク制度を導入することが難しい業種があったとしても、国が定期報告書等

の情報を活用して分析を行い、ベンチマークに準ずるような指標を定めること

を検討すべきであるとの意見もあった。 
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 ＜今後のベンチマーク制度の対象業種拡大に向けて＞ 
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２．工場等判断基準の基準部分に係る見直し 

 

①背景と目的 

工場等判断基準1は、昭和 54 年に制定された「工場におけるエネルギーの使用

の合理化に関する事業者の判断の基準」を基礎としている。 

昭和 54 年当時は、一定量以上の熱（3,000kl 以上）又は電気（1,200 万 kWh 以

上）を使用する工場を省エネ法の捕捉対象としていたことから、工場で使用され

るエネルギー消費機器ごとに省エネに資する取組を規定することとした。 

そして、平成５年の省エネ法改正により、事業者が遵守すべき事項を規定した

「基準部分」と、事業者がその実現に向け中長期的に努力して計画的に取り組む

べき事項を規定した「目標部分2」という現在の構成が形作られた。 

また、平成 20 年の省エネ法改正においては、エネルギー管理統括者やエネル

ギー管理企画推進者の配置を義務付ける等、事業所単位規制から事業者単位規

制に規制体系が変更されたものの、工場等判断基準は従来のエネルギー消費機

器ごとの規定内容を踏襲した。 

他方で、現場のエネルギー管理だけでは大規模な省エネ投資は進みにくく、エ

ネルギーミックスに掲げる省エネ対策を促進するためには、経営層を巻き込ん

だ省エネ取組を喚起する必要があるという旨の議論が、総合資源エネルギー調

査会省エネルギー・新エネルギー分科会省エネルギー小委員会において行われ、

平成 29 年８月４日に「省エネルギー小委員会 意見」が取りまとめられたとこ

ろ。 

また、平成 29 年５月８日の同小委員会では、現行の判断基準は細かく煩雑な

部分もあるため、工場等単位や設備単位において、どう省エネを進めていくのか

という視点で基準化していくことが重要という議論も行われた。これらを踏ま

え、工場等判断基準の基準部分について必要な見直しを実施するための検討を

行った。 

 

 

 

 

 

                                                  
1 平成 20 年までは「工場におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準

（略称：工場判断基準）」であったが、平成 20 年改正によって「工場等におけるエネルギ

ーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準（略称：工場等判断基準）」に改められ

た。 
2 「エネルギー消費原単位の年平均１％以上低減」は平成５年改正、「ベンチマーク指標の

向上又は低減」は平成 20 年改正で位置付けられた。 
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＜省エネ法及び工場等判断基準の改正経緯＞ 

 

 

 

②見直しの方針 

省エネ法は、平成 20 年の法改正において、事業所単位規制から事業者単位規

制に移行し、特定事業者3及び特定連鎖化事業者4にエネルギー管理統括者5とエネ

ルギー企画推進者6の配置が義務付けられ、事業者のエネルギー管理体制の整備

が進んだ。 

しかし、事業者が取り組むべき措置を定めた工場等判断基準は従来の現場の

                                                  
3 工場等を設置し、原油換算で年度当たり 1,500kl 以上のエネルギーを使用している事業

者。毎年度、エネルギー使用状況等を示す定期報告等が義務付けられている。 
4 定型的な約款による契約に基づき、特定の商標、商号その他の表示を使用させ、商品の

販売又は役務の提供に関する方法を指定し、かつ、継続的に経営に関する指導を行う事業

を行っており、加盟店のエネルギーの使用の条件に関する事項が加盟店との約款等に含ま

れる事業者であって、その加盟店も含めて原油換算で年度当たり 1,500kl 以上のエネルギ

ーを使用している事業者。毎年度、エネルギー使用状況等を示す定期報告等が義務付けら

れている。 
5 事業経営の一環として、事業者全体を俯瞰したエネルギー管理を行うことができる役員

クラスの者。特定事業者及び特定連鎖化事業者において選任が義務付けられている。 
6 エネルギー管理士又はエネルギー管理講習修了者であって、エネルギー管理統括者を実

務面から補佐する者。特定事業者及び特定連鎖化事業者において選任が義務付けられてい

る。 
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エネルギー管理を想定したエネルギー消費設備ごとや工程ごとの構成や規定を

踏襲しており、経営層を巻き込んだ大規模な省エネ投資を促すには必ずしも至

っていない。 

工場等判断基準については、エネルギー管理統括者等の経営層を巻き込み、現

場のエネルギー管理を踏まえた大規模な投資判断を促進するとともに、エネル

ギー企画推進者等を通じて現場と経営を繋ぐ役割を強化するような見直しが必

要である。また、見直しに当たっては、経営層の責務として、省エネを進めるた

めに必要となる人材の育成という視点も考慮すべきである。 

 

上記のとおり、工場等判断基準の基準部分に係る見直しについては、本ワーキ

ンググループにおいて具体的な審議を行ってきたところであるが、審議内容を

踏まえ、事務局で作成した告示改正案を参考資料２として添付する。 
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＜参考＞ 

工場等判断基準の概要 

 『工場等判断基準』とは、エネルギーを使用し事業を行う事業者が、エ

ネルギーの使用の合理化を適正かつ有効に実施するために必要な判断

の基準となるべき事項を、経済産業大臣が定め、告示として公表したも

の。 

 各事業者は、この『工場等判断基準』に基づき、エネルギー消費設備ご

とや省エネルギー分野ごとに、運転管理や計測・記録、保守・点検、新

設に当たっての措置のうち、該当するものについて管理標準を定め、こ

れに基づきエネルギー使用の合理化に努めなければならない。 

 『工場等判断基準』の構成は、「Ⅰ エネルギーの使用の合理化の基準

（基準部分）」と「Ⅱ エネルギーの使用の合理化の目標及び計画的に取

り組むべき措置（目標部分）」で構成されている。 

 国は定期報告において判断基準の遵守状況等を特定事業者等に報告さ

せて省エネ取組の評価に活用しており、また現地調査や立入検査等の法

執行においても判断基準の遵守状況等を確認している。 

 

『工場等判断基準』の構成【基準部分】 

 

 

 

 

 

 



30 
 

『工場等判断基準』の構成【目標部分】 

 

 

『工場等判断基準』の基準部分について 

 工場等判断基準（告示）Ⅰ基準部分では、エネルギー消費設備ごとに「運

転管理（管理標準の設定）（Ｐ）」、「計測・記録（Ｄ）」、「保守・点検（Ｃ）」、

「新設に当たっての措置（Ａ）」の遵守すべき基準が規定されている。 

 上記の基準の遵守を通じ、省エネの適切かつ有効な実施を図ることとされ

ている。 

 

工場等判断基準 Ⅰ基準部分 １．専ら事務所 （１）空気調和設備、換気設備に関する事項

（イメージ図） 
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定期報告書における判断基準の遵守状況の確認 

 事業者は省エネ法第 15 条における定期報告書にて工場等判断基準の遵守

状況を報告。 

 事業者クラス分け評価制度では、省エネ取組が停滞している事業者に注意

文書を送付し、必要に応じて、報告徴収、現地調査、立入検査を実施。判

断基準の遵守状況が不十分であれば指導を行う。 
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（参考資料１）ベンチマーク制度に係る告示 

 
告示改正（案） ※今後、法制的に技術的修正を加える可能性がある 

 
別表第５ ベンチマーク指標及び中長期的に目指すべき水準 

区分 事業 ベンチマーク指標 目指すべき水準 

1～9

（略

） 

（略） （略） （略） 

10 食料品スーパー業 

（商業統計で掲げる業

態分類表における食料

品スーパー） 

 

当該事業を行っている店舗におけるエネ

ルギー使用量（単位 ギガジュール）を

①から③の合計量（単位 ギガジュー

ル）にて除した値を、店舗ごとのエネル

ギー使用量により加重平均した値 

① 延床面積（単位 平方メートル）に

2.543を乗じた値 

② 年間営業時間（単位 時間）に0.684 

③ 店舗に設置されている冷蔵用又は冷

凍用のショーケースの外形寸法の幅

の合計（単位 尺）に5.133を乗じた

値 

0.799以下 

11 ショッピングセンター

業 

（統計法（平成25年法

律第53号）第２条第９

項に規定する統計基準

である日本標準産業分

類に掲げる細分類6911

に定める貨事務所業の

うち貸事務所業及び貸

店舗業に該当し、かつ

次の①～③を満たす施

当該事業を行っている施設におけるエネ

ルギー使用量（単位 キロリットル）を

延床面積（単位 平方メートル）にて除

した値を、施設ごとのエネルギー使用量

により加重平均した値 

0.0305kl/㎡以下 
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設を営業する事業） 

① 小売業の店舗面積

は、1,500平方メー

トル以上であり、主

たる貸店舗を除く10

店舗以上の貸店舗を

有する。 

② 主たる貸店舗の面積

が施設全体の８割を

超える場合は、その

他の小売業の店舗面

積が1,500平方メー

トル未満である。 

③ 共用部の大部分が屋

外にある施設及び地

下街に該当しない。 

12 貸事務所業 

（統計法（平成25年法

律第53号）第２条第９

項に規定する統計基準

である日本標準産業分

類に掲げる細分類6911

に定める貨事務所業の

うち貸店舗業及び貸倉

庫業を除く事業） 

当該事業を行っている事業所において、

省エネポテンシャル推計ツールによって

算出される省エネ余地（単位 パーセン

ト）を事業所ごとの当該事業に要するエ

ネルギー使用量により加重平均した値 

16.3％以下 

 



34 
 

現行 
 

別表第５ ベンチマーク指標及び中長期的に目指すべき水準 

区分 事業 ベンチマーク指標 目指すべき水準 

（略

） 

（略） （略） （略） 

9 百貨店業 

（商業統計で掲げる業

態分類表における百貨

店業） 

当該事業を行っている店舗におけるエネ

ルギー使用量（単位 キロリットル）を

①と②の合計量（単位 キロリットル）

にて除した値を、店舗ごとのエネルギー

使用量により加重平均した値 

① 延床面積（単位 平方メートル）に

0.0531を乗じた値 

② 売上高（単位 百万円）に0.0256を

乗じた値 

0.792以下 
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（参考資料２）工場等判断基準の基準部分に係る告示 

 

告示改正（案） ※今後、法制的に技術的修正を加える可能性がある 

 
改正後 改正前 

Ⅰ エネルギーの使用の合理化の基

準 

(1)  工場又は事務所その他の事業場

（以下「工場等」という。）におい

てエネルギーを使用して事業を行

う者（以下「事業者」という。）は

燃料並びに熱及び電気の合計のエ

ネルギーの使用の合理化を図るた

め、燃料並びに熱及び電気の特性

を十分に考慮するとともに、その

設置している工場等（連鎖化事業

者については、当該連鎖化事業者

が行う連鎖化事業の加盟者が設置

している当該連鎖化事業に係る工

場等（以下「加盟している工場等」

という。）を含む。）全体を俯瞰し、

次の①から⑧までに定める取組を

行うことにより、適切なエネルギ

ー管理を行うこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ エネルギーの使用の合理化の基

準 

工場又は事務所その他の事業場（以

下「工場等」という。）においてエネル

ギーを使用して事業を行う者（以下

「事業者」という。）は燃料並びに熱及

び電気の合計のエネルギーの使用の

合理化を図るため、燃料並びに熱及び

電気の特性を十分に考慮するととも

に、その設置している工場等（連鎖化

事業者については、当該連鎖化事業者

が行う連鎖化事業の加盟者が設置し

ている当該連鎖化事業に係る工場等

（以下「加盟している工場等」とい

う。）を含む。）全体を俯瞰し、次のア．

からク．までに定める取組を行うこと

により、適切なエネルギー管理を行い

つつ、技術的かつ経済的に可能な範囲

内で工場等単位、設備単位（個別設備

ごとに分離することが適当ではない

場合にあっては、設備群単位又は作業

工程単位。以下同じ。）によるきめ細か

いエネルギー管理を徹底し、かつ、エ

ネルギーの使用に係る各過程におけ

る主要な設備に関して１又は２に掲

げる諸基準を遵守することを通じ、当

該工場等におけるエネルギーの使用

の合理化の適切かつ有効な実施を図

るものとする。 

その際、連鎖化事業者について

は、当該連鎖化事業者が行う連鎖化
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【事業者全体を俯瞰し取り組むべき

事項】 

 

①取組方針の策定 

事業者は、その設置している工場

等におけるエネルギーの使用の合

理化に関する取組方針（以下「取組

方針」という。）を定めること。その

際、取組方針には、エネルギーの使

用の合理化に関する目標、当該目標

を達成するための設備の運用、新設

及び更新に対する方針を含むこと。 

 

②管理体制の整備 

事業者はその設置している工場

等について、全体として効率的かつ

効果的なエネルギーの使用の合理

化を図るための管理体制を整備す

ること。 

 

③責任者等の配置等 

②で整備された管理体制には責

任者（特定事業者及び特定連鎖化事

業者にあっては「エネルギー管理統

括者」。以下同じ。）、責任者を補佐す

る者（特定事業者及び特定連鎖化事

業者にあっては「エネルギー管理企

画推進者」。以下同じ。）及び現場実

事業に係る約款の範囲内において、

加盟している工場等におけるエネ

ルギーの使用の合理化を図るもの

とする。 

 

 

 

 

（新規） 

 

 

ア． 事業者はその設置している工

場等について、全体として効率

的かつ効果的なエネルギーの使

用の合理化を図るための管理体

制を整備すること。 

 

 

 

 

 

イ． 事業者は、ア．で整備された管

理体制には責任者（特定事業者

及び特定連鎖化事業者にあって

は「エネルギー管理統括者」）を

配置すること。 

 

 

ウ． 事業者は、その設置している

工場等におけるエネルギーの使

用の合理化に関する取組方針

（以下「取組方針」という。）を

定めること。その際、取組方針

には、エネルギーの使用の合理

化に関する目標、設備の新設及

び更新に対する方針を含むこ
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務を管理する者（特定事業者及び特

定連鎖化事業者にあっては「エネル

ギー管理者」及び「エネルギー管理

員」。以下同じ。）を配置し、以下の

役割分担に基づいてそれぞれの者

がエネルギーの使用の合理化に関

する責務を果たすこと。 

 

ア． 責任者の責務 

(ア) その設置している工場等にお

けるエネルギーの使用の合理化

に関し、エネルギーを消費する

設備及びエネルギーの使用の合

理化に関する設備の維持及び新

設、改造又は撤去、エネルギーの

使用の方法の改善及び監視に係

る業務の統括管理 

(イ) 統括管理業務を踏まえたエネ

ルギーの使用の合理化の目標に

関する計画（特定事業者及び特

定連鎖化事業者にあっては「中

長期的な計画」）の取りまとめ、

業務執行を決定する機関への当

該計画の報告 

(ウ) エネルギーの使用の合理化に

資する人材（現場実務を管理す

る者等）の育成 

 

イ． 責任者を補佐する者の責務 

責任者と現場実務を管理する

者の間の意思疎通の円滑化を図

ること等による責任者の業務の

補佐 

 

ウ． 現場実務を管理する者の責務 

(ア) その設置している工場等ごと

と。 
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におけるエネルギーの使用の合

理化に関し、エネルギーを消費

する設備及びエネルギーの使用

の合理化に関する設備の維持、

エネルギーの使用の方法の改善

及び監視に係る業務の管理 

(イ) エネルギー管理を踏まえた工

場等のエネルギーの使用の合理

化の状況に係る分析結果の責任

者に対する報告 

 

④資金・人材の確保 

事業者は、エネルギーの使用の合

理化を図るために必要な資金・人材

を確保すること。 

 

 

 

⑤従業員への周知・教育 

事業者は、その設置している工場

等における従業員に取組方針の周

知を図るとともに、工場等における

エネルギーの使用の合理化に関す

る教育を行うこと。 

 

⑥取組方針の遵守状況の確認等 

事業者は、客観性を高めるため内

部監査等の手法を活用することの

必要性を検討しつつ、その設置して

いる工場等における取組方針の遵

守状況を確認するとともに、その評

価を行うこと。なお、その評価結果

が不十分である場合には改善の指

示を行うこと。 

 

⑦取組方針の精査等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エ． 事業者は、その設置している

工場等における取組方針の遵守

状況を確認するとともに、その

評価を行うこと。なお、その評

価結果が不十分である場合には

改善の指示を行うこと。 

 

オ． 取組方針及び遵守状況の評価

手法については、定期的に精査

を行い必要に応じ変更するこ

と。 

 

 

 

カ． エネルギーの使用の合理化を

図るために必要な資金・人材を

確保すること。 

 

 

 

 

 

 

 

キ． 事業者は、その設置している
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事業者は、取組方針及び遵守状況

の評価方法を定期的に精査し、必要

に応じ変更すること。 

 

 

 

⑧文書管理による状況把握 

事業者は、①取組方針の策定、②管

理体制の整備、③責任者等の配置

等、、⑥取組方針の遵守状況の確認

等及び⑦取組方針の評価方法の精

査等の結果を記載した書面を作成、

更新、保管することにより、状況を

把握すること。 

 

(2)  事業者は技術的かつ経済的に可

能な範囲内で次の①から⑥までに

定める工場等単位、設備単位（個

別設備ごとに分離することが適当

ではない場合にあっては、設備群

単位又は作業工程単位。以下同

じ。）によるきめ細かいエネルギー

管理を徹底し、かつ、エネルギー

の使用に係る各過程における主要

な設備に関しては、次の１又は２

に掲げる諸基準を遵守することを

通じ、当該工場等におけるエネル

ギーの使用の合理化の適切かつ有

効な実施を図るものとする。その

際、連鎖化事業者については、当

該連鎖化事業者が行う連鎖化事業

に係る約款の範囲内において、加

盟している工場等におけるエネル

ギーの使用の合理化を図るものと

する。 

 

工場等における従業員に取組方

針の周知を図るとともに、工場

等におけるエネルギーの使用の

合理化に関する教育を行うこ

と。 

 

ク． 事業者は、その設置している

工場等に係る名称、所在地及び

エネルギー使用量を記載した書

面並びにア．の管理体制、ウ．

の取組方針及びエ．の遵守状況・

評価結果を記載した書面を作

成、更新、保管することにより、

状況を把握すること。 

 

（新規） 
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【工場等単位、設備単位での基本的実

施事項】 

 

①設備の運転効率化や生産プロセス

の合理化等による生産性の向上を

通じ、エネルギーの使用の合理化を

図ること。 

②エネルギー管理に係る計量器等の

整備を行うこと。 

③エネルギー消費量の大きい設備の

廃熱等の発生状況を、優先順位等を

つけて把握・分析し課題を抽出する

こと。 

④既存の設備に関し、エネルギー効率

や老朽化の状況等を把握・分析し、

エネルギーの使用の合理化の観点

から更新、改造等の優先順位を整理

すること。 

⑤エネルギーを消費する設備の選定、

導入においては、エネルギー効率の

高い機器を優先するとともに、その

能力・容量に係る余裕度の最適化に

努めること。 

⑥休日や非操業時等においては、操業

の開始及び停止に伴うエネルギー

損失等を考慮した上でエネルギー

使用の最小化に努めること。 

 

【主要設備ごとの諸基準】 

 

１ 専ら事務所その他これに類する

用途に供する工場等におけるエネ

ルギーの使用の合理化に関する事

項 （以下、略） 

２ 工場等（１に該当するものを除

く。）におけるエネルギーの使用の

（新規） 

 

 

（新規） 

 

 

 

（新規） 

 

（新規） 

 

 

 

（新規） 

 

 

 

 

（新規） 

 

 

 

 

（新規） 

 

 

 

 

（新規） 

 
１ 専ら事務所その他これに類する

用途に供する工場等におけるエネ

ルギーの使用の合理化に関する事

項 （以下、略） 

２ 工場等（１に該当するものを除

く。）におけるエネルギーの使用の
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合理化に関する事項（以下、略） 

 

合理化に関する事項（以下、略） 

 
 


